
富 良 野 市 住 居 表 示 審 議 会 議 案 

                   と き 令和 ３年１０月２５日（月） 

                 午前１０時から 

ところ 富良野市役所 第３会議室（３階）     

     

１ 開   会 

 

２ 委嘱辞令の交付 

 

３ 市長あいさつ 

 

 

４ 会長・副会長互選について 

  

会 長            副会長          

 

会長あいさつ 

  

～ 以降、会長が議事進行 ～ 

 

５ 連絡・報告事項 

１）富良野市住居表示審議会について  ・・・ 資料１ 

 

２）富良野市住居表示実施基準及び住居表示実施までの流れについて ・・・ 資料 2、3 

 

３）住居表示等実施経過について    ・・・ 資料 4 

 

  

６ その他 

・次回の開催 
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資料 １－１ 

 

○富良野市住居表示審議会条例 

昭和49年２月５日条例第５号 

改正 

平成15年３月25日条例第４号 

富良野市住居表示審議会条例 

（目的） 

第１条 この条例は、住居表示審議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（設置） 

第２条 住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）に基づく住居表示整備事業の円滑な実施を

図るため、富良野市住居表示審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第３条 審議会は市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関して必要な調査及び審議を行い、そ

の結果を市長に答申するものとする。 

(１) 町の区域及び名称の変更に関すること。 

(２) 町の区域の新設及び廃止に関すること。 

(３) 住居表示に関すること。 

(４) その他市長が必要と認めたこと。 

（組織及び委員） 

第４条 審議会は委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから委嘱または任命する。 

(１) 関係官公庁の職員 

(２) 知識経験を有する者 

(３) 市の職員 

２ 委員の任期は２年とする。ただし再任をさまたげない。 

３ 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。 

２ 会長は審議会を代表し会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は会長が招集する。ただし最初の審議会は市長が招集する。 

２ 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は会議の議長となる。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年３月25日条例第４号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 
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○富良野市住居表示審議会条例施行規則 

昭和49年３月15日規則第２号 

富良野市住居表示審議会条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、富良野市住居表示審議会条例（昭和49年条例第５号。以下「条例」という。）

第７条の規定に基づき、富良野市住居表示審議会の運営について必要な事項を定めることを目的と

する。 

（会議の発言） 

第２条 委員は議長の許可を得て自由に質疑し意見を述べることができる。 

（採決の方法） 

第３条 採決は挙手または起立によるものとする。ただし議長が必要と認めるときは別の方法による

ことができる。 

（関係者の出席） 

第４条 会長は必要と認めるときは議事に関係ある者に出席を求めてその説明または意見を聞くこと

ができる。 

（議事録） 

第５条 議事録に記載する事項は次のとおりとする。 

(１) 会議の年月日及び場所 

(２) 出席及び欠席した委員並びに委員以外の出席者の氏名 

(３) 会議に付した議案及びその採決に関する事項 

(４) その他議長が必要と認めた事項 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、会議の議事に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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               富良野市住居表示審議会の開催状況               資料 １－２ 

 

任 期 開催年月日 議 題 ・ 概 要 

13.10.2 

～ 

15.10.1 

15.8.11 ・辞令交付（異動に伴い） 

・諮問（字学田一区の字名変更について）→協議し答申は次回 

・山部市街地区については今後計画的に実施（地域から実施要望書の

提出） 

・学田三区については今後の状況と住民意見を反映していく 

 

15.10.2 

～ 

17.10.1 

15.10.22 ・辞令交付 

・答申（字学田一区の字名変更について～新町名：北斗町） 

◇北斗町住居表示実施（平成 16年 3月 10日） 

17.10.2 

～ 

19.10.1 

17.10.17 ・辞令交付（開催せず） 

19.10.2 

～ 

21.10.1 

 

19.10.29 ・辞令交付（開催せず） 

20.8.27 ・辞令交付（異動に伴い） 

・諮問（字南大沼の２（一部）の新設定（字名変更）について） 

→答申（実施区域、新町名：東雲町） 

・緑町 22番の南町への編入 

・駅前区画整備事業に伴う朝日町、日の出町の区画変更 

 

◇東雲町住居表示実施（平成 21年 3月 9日） 

21.10.2 

～ 

23.10.1 

 

21.10.20 ・辞令交付（新任） 

・会長、副会長選出 

・南町住居表示実施予定（11月 25日） 

・審議会、住居表示事務について 

・山部市街地住居表示実施計画、地域との協議状況について 

 

◇南町住居表示実施（平成 21年 11月 25日）～4,5番の新設 

22.6. 1 ・辞令交付（異動に伴い） 

・諮問 山部市街地区住居表示区域の新設定（字名の変更）について

→答申（実施区域、新町名） 

 

◇山部市街地住居表示実施（平成 23年 2月 28日） 

～山部東町、山部中町、山部南町、山部北町、山部西町 

23.3.25 ・山部市街地住居表示実施報告 

・住居表示に係る現況確認（世帯数の多い地区等） 
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任 期 開催年月日 議 題 ・ 概 要 

23.10.2 

～ 

25.10.1 

23.10.26 ・辞令交付（新任） 

・山部市街地住居表示実施報告（その後の状況） 

・住居表示に係る現況確認（世帯数の多い地区等） 

 

24.11.14 ・諮問 住居表示区域における町の区域変更について 

（新富町の一部区域について、西町に町の区域を変更する） 

・学田三区地区における住居表示実施要望の有無について 

 

◇新富町 3番の一部を西町 2番に区域変更（平成 25年 3月 22日） 

25.10.2 

～ 

27.10.1 

25.10.30 ・辞令交付（新任） 

・住居表示実施までの流れ 

・学田三区地区における住居表示への進め方 

26.5.22 ・辞令交付（異動に伴い） 

・学田三区地区における住居表示アンケート調査結果の報告 

27.3.25 ・学田三区地区における住居表示アンケート再調査結果の報告 

◇アンケート結果から実施に関し推進意見が少数であることから、継

続議題とするが当面地域の動向を見守ることとする。 

27.10.2 

～ 

29.10.1 

27.11.10 ・辞令交付（新任） 

・住居表示実施に関する状況 

・学田三区地区における住居表示に関する審議経過 

28.4.1 ・辞令交付（異動に伴い） 

29.2.15 ・住居表示実施に関する状況 

29.10.2 

～ 

31.10.1 

29.12.8 ・辞令交付（新任） 

・住居表示実施に関する状況 

 

元.10.2 

～ 

3.10.1 

元.12.16 ・辞令交付（新任） 

・住居表示実施に関する状況 

 

3.10.2 

～ 

5.10.1 

3.10.25 ・辞令交付（新任） 

・住居表示実施に関する状況 
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資料 ２ 

富 良 野 市 住 居 表 示 実 施 基 準 

 

１．基本方針 

  本市における住居表示は、すべて街区方式によって行うものとする。 

 

２．町の境界 

  町の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道、その他恒久的な施設または著明な地物によって

定めるものとする。この場合境界線は、公道、河川、水路等の側線とし、その他の場合にあっては土

地の状況によって適宜に市長が定める。 

 

３．町の形状及び規模 

  町の形状は、その境界が複雑にいりくんだり、飛び地が生じたりしないように、簡明な境界線をも

って区画された一団を形成するよう留意する。 

(２) 町の規模は、当該地域の性格、形態及び用途、地域別人口家屋の密度等を勘案し、街区数があ                    

まり多くなったり少なかったりしないように定める。 

(３) 一町の規模は、概ね次ぎの程度を基準とする。 

    50,000㎡(15,000坪）～100,000㎡(30,000坪） 

 

４．町名の定め方 

  従来の通称(昭和37年1月1日実施）を基本とするが、町名は簡易を旨とし、歴史、伝統、文化の

上で由緒ある名称で親しみ深く、かつ語調のよいものを選択する。 

 (２) 名称は字画の複雑なもの、従来の字の呼称及び丁目は用いない。 

 (３) 町名は当用漢字を用い、同一名称、類似のものが生じないようにする。 

 

５．街 区 割 

  街区は公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設または著明な地物によって定めるものとする。 

 (２) 私道によって区画する場合は、当該道路が公衆用道路として利用されているもので、容易に変

更されないものを採用する。 

 (３) ５及び(２)により区画した場合、その街区の規模が広大で不適当なときは、その街区内の恒久

的な施設等を利用して区画し、また狭小であるときは隣接と合わせて一街区とする。 

 

６．街区の規模 

  街区は道路網、家屋の密度等当該地域の状況を勘案して定める。その標準面積は次のとおりとする。 

  一街区 3,000㎡(1,000坪）～5,000㎡(1,600坪） 

 

７．街区の符号のつけ方 

    街区符号は数字を用い富良野駅を起点として、その進路は右回りを原則とするが、市街の実情を勘

案して、直行並列、奇遇振分け、千鳥蛇行等の最適の方法により配列する。 

   

８．住居番号のつけ方 

  住居番号は住居表示台帳として作成される縮尺500分の1の地図に基づいて、次の基準により建物

その他の工作物(以下「建築物」という。）につける。 

 (２) 住居番号は７の街区の起点に準じ、右回りを原則として街区の境界線に沿って図上で設定する

こととし、その間隔は街区の状況により10ｍから20ｍの範囲に区切り、2分の1未満の端数が生じた

ときは、各辺毎の直前に加える、一辺清算方式とし、住居番号の基礎となる番号(以下「基礎番号」と

いう。)を当該間隔によって順次番号をつける。 
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９．住居番号 

  住居番号は、８に基づいて設定された基礎番号によって建築物につける。 

 (２) 建築物の出入口または通路の中心が基礎番号の区分点にあたるときは、若い数字の基礎番号を

住居番号とする。 

 (３) 建築物に主要な出入口が２つ以上あるときは、市長の認定により、主要な出入口ひとつを選定

して、その出入口が面しまたは通じている街区の境界線上の基礎番号をもって住居番号とする。 

 (４) 住居番号をつけるべき建築物の種類は「富良野市住居表示に関する条例施行規則」第3条の建

築物とし、現に住居の用に供されていない倉庫等にあっても独立建物である場合は、番号を表示する

ものとし、具体的には市長の認定による。 

 

10．住居表示の仕方 

  住居表示の仕方は次の例による。 

   北 海 道 富 良 野 市  ○  ○ 町   ○ ○ 番    ○ ○ 号 

 

                            町  名   街区符号   住居番号 

 (２) 上記の表示を略記する場合は次の例による 

   北 海 道 富 良 野 市  ○  ○ 町   ○ ○  ―   ○ ○  

 

                            町  名   街区符号   住居番号 

 

11．住居表示台帳 

  住居表示台帳は、縮尺2,500分の1図を基礎として基礎番号の付定した作業図により、街区ごとに

住居表示を行った素図を清図して、縮尺500分の1図(別紙１)とし作成する。台帳の仕上げ寸法は、

概ね日本工業規格Ｂ４判(257×364)とする。この場合には、各街区の位置図を町単位(別紙２)に作成

(縮尺2,500分の1図)し、町単位に綴られる500分の1の街区図の上に添付する。 

 

12．街区表示板 

  街区表示板は町名及び街区符号を記載し、次の要領により設置する。 

 (２) 設置場所は、各街区の角の場所にある建築物の適当な箇所に貼り付けるか、または柱を建て表

示板の地上下端が地上概ね 1.6ｍとし、歩行者、諸車から見て見やすいところに設置する。ただし、

これにより難い場合は手続きを経て、電柱の利用等市長が指定する位置とする。 

 (３) 寸法及び表記は市名を除き、町名と街区符号(番の字は表記しない)を表記し、縦560ミリメー

トル、横120ミリメートルとし、別紙３のとおり縦の表記とする。 

 (４) 文字及び数字の書体(町の名称等に使用する文字)は写真植字の「中角ゴシック体」とし、街区

符号の表示に使用する数字はアラビア数字で示し、ユニバースメデウムの書体を用いる。 

 (５) 色彩については、文字、数字の他は別紙４、日本工業規格(ＪＩＳ)Ｚ8721「色の三属性による

表示方法」による明度８以上の無彩色か、明度８以上で彩度２以下の淡色とする。表示板は２色をも

って構成し、一色は地色とし、他の色は文字数字その他の色とする。 

 (６) 材質については、容易に腐朽または退色しない材質のものを用いる。 

 (７) やむおえず広告を付属させる場合の設置場所及び様式は別紙３の２による。広告は縦120ミリ

メートル、横120ミリメートルの表示板を街区表示板の下に中心を揃えて設置し、広告の地色または

文字等に用いる色彩は、表示板と同色のものを採用する。 

 

13．住居表示板 

  建築物の所有者、管理者または占有者が住居番号を表示する場合は、次の要領によるものとする。 

 (２) 表示板の表示場所は、門柱または玄関の概ね 1.6ｍの高さの歩行者等からみて見やすい場所に

表示しなければならない。 
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 (３) 寸法及び表記 

    表示板は、別紙５のとおり縦60ミリメートル、横120ミリメートルとし、横に表記したものを

用いることを原則とする。ただし、特別大きな建物等は市長の認定による。 

 (４) 表示板の書体、色彩、材質等は街区表示板に準ずる。 

 

14．新旧対照表及び住居表示案内図 

  住居表示実施のときは、新旧対照表を別紙６により町ごとに作成する。 

 (２) 住居表示案内図は、実施面積の縮尺2,500分の1図に、新町境界、街区境界線、新町名、街区

割及び街区符号、住居番号は赤色、旧地番等は黒色の2色をもって作成する。 

 

15．団地及び中高層建築物の住居表示については、原則としてこの基準により、その実情を勘案して適

宜表示する。 

 

16．その他住居表示実施については、法令及び自治省の示す住居表示実施基準等により施行する。 
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別紙１ 
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別紙２ 
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別紙３   

 

   街 区 表 示 板 
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別紙４ 

 

 

慣用色名表示 

(ＪＩＳ・Ｚ８１０２) 

色の三属性による表示 

(ＪＩＳ・Ｚ８７２１) 

灰 色 Ｎ ４ 

灰 赤 色 ５ Ｒ ５／２ 

暗 い 茶 10 Ｒ ４／５ 

黄 茶 10 ＹＲ 5.5／4.5 

暗 い 黄 緑 ５ ＧＹ ５／5.5 

に ぶ 緑 10 Ｇ ５／5.5 

暗 い 青 2.5 ＰＢ 2.5／７ 

う す 青 紫 7.5 ＰＢ ６／８ 

う す 赤 ５ Ｒ ６／４ 

黄 緑 10 ＧＹ ５／８ 

青 緑 2.5 ＢＧ ４／８ 

青味黒(鉄色) 7.5 ＢＧ ２／２ 

 

 

 

別紙５  住 居 表 示 板 
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別紙６  新 旧 対 照 表 

 

 

 新町名  

新  住  所 

氏   名 

旧  住  所 

備   考 
町 名 

街区 

符号 

住居 

番号 
町 名 字  名 番地 
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資料３ 

住居表示の実施までの流れ 

 

住居表示の実施までの基本的な流れは次のようになります。  

 

●連合町内会から市への要望  

 

 

町内会の皆様で話し合っていただき、住居表示実施

のご希望があれば連合町内会から地域要望として

市に要望していただきます。ご要望があれば、職員

が住居表示についてご説明に伺います。 

 

●町内会役員との市職員との話し合い 

 

●住民説明会の開催、意見聴取 

 

●市として実施の決定 

 

 

町内会役員との協議を経て、地元の皆様に住居表示

についてチラシの配布や住民説明会を開催します。 

町内会から実施の要望があり、多くの住民の賛同が

得られることが確認できれば、住居表示の実施に向

け、市として準備を進めます。 

 

●住居表示審議会に諮問し答申を得る 

  

 

学識経験者、関係行政機関の職員及び地元の代表者

で構成される住居表示審議会を開催し審議します。 

 

●住居表示実施案を公示した後、市議会で町

割り、町名称などを議決  

 

地方自治法と住居表示に関する法律に定められた

市議会の議決、告示等の事務を行います。  

 

 

●住居表示実施のための業務委託  

 

住居表示を実施するため、必要な業務を業者に委託

します。  

 

●住居表示の実施  

 

住居番号通知書、手続きのしおり、住居番号表示板

などを各ご家庭にお届けします。 

 

  住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づき、市街地にある建物に順序よく番号をふり、土

地の地番によらない方法で、わかりやすい住所の表示をすることをいいます。  

「住居表示に関する法律」は、昭和３７年に施行されました。この法律は 町名地番が混乱してわか

りにくいものとなっている住居の表示を合理的なわかりやすいものにし、住民の福祉の向上に資す

ることを目的として制定されました。  

 



資料　４

令和3年10月25日

市民課戸籍住民係

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～16番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～13番 住居表示実施 行政区画変更

※変更年月日不明

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～12番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～15番 住居表示実施 行政区画変更

昭和37年1月1日

行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～20番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～14番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～17番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～24番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～6番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～6番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～3番 住居表示実施 行政区画変更

平成7年12月1日 昭和50年6月1日 昭和43年1月1日

住居表示街区再設定 住居表示実施 街区再設定

昭和37年1月1日

行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～2番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～5番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日

住居表示実施

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～7番 住居表示実施 行政区画変更

富良野市における住居表示等実施経過について

朝日町 号朝日町 番 号 条 丁目

日の出町 号日の出町 番 号 条 丁目

本 町 号本 町 番 号 条 丁目

若葉町 号若葉町 番 号 条 丁目

鉄道区

栄 町 号栄 町 番 号 条 丁目

幸 町 号幸 町 番 号 条 丁目

若松町 号若松町 番 号 条 丁目

末広町 号末広町 番 号 条 丁目

弥生町 号弥生町 番 号 学田一区

桂木町 号桂木町 番 号 学田一区

花園町 号花園町 番 号 南大沼の3

錦町1番～13番錦町1番～14番 錦町1号～14号

西扇山の3（一部）

錦町1号～2号

南大沼の3

新光町 号新光町 番 号 南大沼の3・5

住吉町 号住吉町 番 号 南大沼の3

瑞穂町 号瑞穂町 番 号 南大沼の3・4

鉄道区1～4（消滅）
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資料　４

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～15番 住居表示実施 行政区画変更

昭和52年4月15日 昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

住居表示実施 行政区画変更

平成21年11月25日

行政区画変更 昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

住居表示実施 行政区画変更

※22番は南町に編入

昭和52年4月15日 昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

住居表示実施 行政区画変更

昭和54年4月1日

住居表示実施

昭和54年4月1日 昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

住居表示実施 行政区画変更

平成10年6月1日

住居表示実施 昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

住居表示実施 行政区画変更

※字西扇山の2（一部）

昭和59年12月1日 昭和50年6月1日

住居表示実施

昭和37年1月1日

行政区画変更

昭和59年12月1日

住居表示実施

昭和50年6月1日

1番～4番 住居表示実施

昭和50年6月1日

1番～2番 住居表示実施

昭和63年11月1日

1番～3番、南町 住居表示実施

平成21年11月25日

住居表示実施

昭和50年6月1日 昭和37年1月1日

1番～13番 住居表示実施 行政区画変更

昭和50年6月1日

1番～13番 住居表示実施

昭和50年6月1日

1番～5番 住居表示実施

昭和50年6月1日

1番～8番 住居表示実施

土地の名称変更
及び住居表示実施

土地の名称変更
及び住居表示実施

土地の名称変更
及び住居表示実施

土地の名称変更
及び住居表示実施

春日町 号春日町 番 号
南大沼の3・4
西扇山の2・3

緑町1番～18番緑町1番～22番 緑町2号～13号

緑 町 1 号 鉄道区5（消滅）

西扇山の3他

扇町1番～12番扇町1番～15番 扇 町 号

字西扇山の2

字西扇山 ？

東町1番～19番東町1番～21番 東 町 号

東雲町（消滅） 西扇山の2・3

西扇山の2・3

緑町1番～21番

字西扇山の1南町番号＋南町

南町1番～5番

北の峰町1番～5番北の峰町1番～35番 北の峯団地

字下御料 字学田三区

字学田一区新富町 番 号

字学田一区西 町 番 号

東麻町 号東麻町 番 号

字南大沼の2
？

南麻町 号南麻町 番 号

西麻町 号西麻町 番 号

北麻町 号北麻町 番 号

東町1番～22番
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資料　４

平成16年3月10日

1番～13番、北斗町 住居表示実施

平成21年3月9日

1番～3番、東雲町 住居表示実施

平成23年2月28日

1番～9番 住居表示実施

1番～6番

1番～7番

1番～12番

1番～9番

昭和41年5月1日

行政区画変更

昭和55年7月25日

申出により住所更正

昭和55年8月1日

申出により住所更正

昭和55年9月17日

申出により住所更正

昭和60年8月1日

申出により呼称変更

字学田一区北斗町番号＋北斗町

字南大沼の2（一部）東雲町番号＋東雲町

字山部（一部）
字山部市街予定地

山部東町 番 号

山部中町 番 号

山部南町 番 号

山部北町 番 号

山部西町 番 号

字下御料の1・2字下御料

字南御料（消滅）
字沼内（消滅）
字富沢（消滅）

字上御料

字布部部落の1（消滅）字布部1

字布部部落の2字西扇山の1

字布部部落の2（消滅）字南扇山の１

【その他】
(1) 学田・島ノ下・御料・五区･布部・扇山・大沼・鳥沼・八幡丘・冨丘・布礼別・麓郷 地区において、現
在の表示に統一されたのは 昭和41年5月1日付けとし、変更事由は『昭和41年5月1日行政区画の変更につき
「富良野市」と更正』で処理するものとする。
ただし、この取扱いは『字』『の』の文字が付加された場合のみとし、それ以外の、『東5線北1号』を『南

大沼２』等へ変更されている場合については、昭和37年1月1日付けで変更されたものとして、変更理由は『昭
和37年1月1日行政区画変更につき同日住所更正』とする。

(2) 既に消滅した住所の表示
・○条○丁目 昭和37年 1月 1日（行政区画変更）
・南大沼3～5 昭和37年 1月 1日（行政区画変更）
・製綿所？ 昭和37年 1月 1日（行政区画変更）
・鉄道区5 昭和37年 1月 1日（行政区画変更）
・西扇山3 昭和37年 1月 1日（行政区画変更）
・下御料の1、2 昭和41年 5月 1日（合併消滅）
・北の峯団地 昭和50年 6月 1日（住居表示）
・鉄道区1～4 昭和50年 6月 1日（住居表示）
・東雲町 昭和50年 6月 1日（住居表示）
・字布部部落の2 昭和55年 8月 1日（合併消滅）
・字南御料 昭和55年 9月17日（合併消滅）
・字沼内 昭和55年 9月17日（合併消滅）
・字富沢 昭和55年 9月17日（合併消滅）
・字布部部落の1 昭和60年 8月 1日（呼称変更）
・字学田一区 平成16年 3月10日（住居表示）
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良
橋

（工事中）

朝日ヶ丘総合公園

北の峰南公園

北
の
峰
公
園

富良野スキー場

南台緑地
北の峰

富良野スキー場

北
の
峰
西
公
園

朝
日
ヶ
丘
公
園

学田公園

富良野市屋外スポーツ施設

３
線
川

２
線
川

シ
ブ
ケ
ウ
シ
川

四
線
川

吉
井
川

空
知
川

富
良
野
川

北
御
料
沢
川

水
車
川

北
二
線
川

基
線
川

こ
ど
も
通
園
セ
ン
タ
ー

桂
木
児
童
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

北の峰
簡易郵便局

下五区水源

森
林
組
合

学
田
三
区
会
館

富
良
野
地
区

文
化
会
館

富良野市役所

中
央
保
育
所

富良野市
種苗センター

学田簡易水道配水池

ワ
イ
ン
工
場

富良野
水処理センター

学田二区神社

農
業
開
発
事
業
所

富良野緑峰高校

ふ
ら
の
西
病
院

富
良
野
西
中
学
校

富良野支所

上川支庁
上川農業改良普及センター

学
田
一
区
会
館

富良野小学校

富良野市公設
地方卸売市場

北
の
峰

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

北の峰児童館

北の峰ターミナル

富良野プリンスホテル

新富良野プリンスホテル

育良会館

旭
川
開
建
富
良
野
地
域

鎮
守
富
良
野

神
社

富
良
野
看
護

専
門
学
校

富
良
野

簡
易
裁
判
所

末
広
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

富良野税務署

チーズ工房
富良野

西
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

富良野演劇工場

慈
恵
ひ
ま
わ
り
幼
稚
園

中区配水池

低区配水池

高
区
配
水
池

高区ポンプ場

御料ふれあい館

ポンプ場

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

道
道
奈
江
富
良
野
線

道
道
北
の
峰
線

道
道
山
部
北
の
峰
線

富
良
野
道
路

北
の
峰
環
状
線

北
の
峰
環
状
線

ワ
イ
ン
通

北
の
峰
通

西
一
号

朝
日
通

御
料
４
線

西
大
通

相生通

富良野道路

御
料
本
通

学田三区

下五区

下御料

清水山

西学田二区

中五区

中御料

ふ
ら
の
ミ
ュ
ラ
ー
橋

学田こ線橋

ふ
ら
の
ツ
バ
イ
橋

清水山橋

富
良
野
大
橋

シ
ャ
ト
ー

ふ
ら
の
ロ
ゼ
橋

ふ
ら
の
橋

新
空
知
橋

ふらのぶどう橋

ふらのワイン橋

（
工
事
中
）

（工事中）

扇町

南町

緑町

北の峰町

栄町

若松町

春日町

東町

幸町

西麻町 南麻町

住吉町
北斗町

弥生町

本町

朝日町

日の出町

東麻町北麻町

東雲町

新光町

西町

新富町

末広町

若葉町

瑞穂町

錦町

花園町

桂木町

N

縮尺 1:13000


